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輸送の安全確保における取組状況

今般、貸切バス事業者の重大事故や不祥事が目立つようになりました。その背景

には様々な問題があります。本来、バスは利用者の利便の増進を図り公共の福祉

を増進することを目的としています。 バス事業は単なるお金儲けのビジネスで

はありません。 利用者が安心してバスにご乗車頂くためにバス事業者は絶え間

なく安全運行の確保に向け努力をし続けなければなりません。 三八五観光タク

シーは現在の取り組み状況を的確に把握し利用者の皆様に情報の公開をして多

くの意見をいただき、皆様に選ばれるバス事業者を目指し「安全優先経営の徹底」

を進めて参ります。

①貸切バス事業者安全評価認定制度（セ ー フティ バス）

公益社団法人日本バス協会が、 貸切バス事業者の安全性や安全の確保に向け

た取り組み状況を点数化して評価し、 ＊の数（最高＊＊＊）で認定・公表し

ているものです。 なお認定は2年間の更新制で、 主な評価項目は次のとおり

です。

【主な評価項目】

0安全性に対する取り組み状況

・高性能アルコ ール検知器を使用した厳正な点呼

・定期的な運転者教育の実施

・運転者の労働時間 等

0事故及び行政処分の状況

・過去2年間に加害責任のある死傷事故を発生させていないこと

・過去1年間に加害責任のある転覆事故等を発生させていないこと

・行政処分の状況 等

0安全マネジメント取り組み状況

・輸送の安全確保の責任体制

•安全方針の策定と山従業員への周知徹底

•安全に対する会社あげての取り組み 等

②交替運転者の配置基準

安全な運行を確保するためには、 運転者2名乗務・途中交替など交替運転者

の配置が必要になる場合があります。 乗車予定地点から、 降車予定地点まで

の距離が原則500km（午前2時から午前4時にかかる夜間運行の場合は原則

400km)を超える場合または運転時間が原則9時間を超える場合、 交替運転
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